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第１ 横浜こども科学館の基本となる指針                          

１－１ 横浜こども科学館の基本方針 

横浜こども科学館（以下、「科学館」という。）の運営を通じて、子ども・青少年が、驚きや新

たな発見などを経験すると共に、科学に関する様々な知識に触れることで、自らの興味・関心を広

げ、創造性や自己選択力などを養うことを基本方針とする。 

 
横浜こども科学館条例 

（設置） 

第１条 科学に関する資料及び装置の展示等を行うことにより、青少年の科学に関す

る知識の啓発を図り、もって創造性豊かな青少年の育成に寄与するため、横

浜こども科学館を横浜市磯子区に設置する。 

 

１－２ 科学館の状況 

科学館では、青少年に対する科学普及の側面から、常設展示、企画展示、宇宙劇場（プラネタリ

ウム）等の運営を行っている。また、青少年の創造性を育む科学体験活動や、「サイエンスクラブ」

などの運営を通じて、地域の青少年に継続的な科学体験の機会を提供している。 

昨今では、急激に感染拡大防止の対応が必要となった新型コロナ感染症への対策を講じ、利用控

えや利用制限も考慮し、より収支の見合う事業展開や収支計画の検討をしながら、青少年への継続

的な科学体験の機会を様々な形式で提供している。 

 ※「サイエンスクラブ」とは、科学工作や実験が体験できる会員制の教室。 

 
第２ 施設運営に関する業務の基準                        
２－１ 施設の運営・提供に関する業務 

（１）施設の概要 
所在地 横浜市磯子区洋光台 5-2-1 

規模 

敷地；6,000 ㎡ 建築面積；2,185.11 ㎡ 延床面積；6,484.26 ㎡ 

駐車場面積；1,992.16 ㎡（駅側駐車場；1,053.07 ㎡、公園側駐車

場；939.09 ㎡） 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造地上５階、地下２階建 

開設年月日 昭和 59 年 5月 5 日 

施設内容 
宇宙劇場（プラネタリウム）、展示室、実験・体験マシン、工作室、

ミュージアムショップ 等 

 
（２）開館時間 

原則として、本施設の開館時間は、午前９時 30 分から午後５時までとし、入館時間は閉館１

時間前までとする。ただし、駐車場の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。 
なお、開館時間は、利用者ニーズを勘案し、指定管理者は柔軟に延長することができる。 
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（３）休館日 
   休館日は、第３月曜日（祝日にあたる場合は翌日）、１月１日～１月３日および 12 月 29 日 

～12 月 31 日とします。また、指定管理者は、横浜市（以下、「市」という。）の承認を得て、 

休館日に開館し、また開館日に休館することができる。 

   なお、上記に係わらず、市が臨時的に修繕や点検等が必要と判断した場合や、選挙・災害等の

特殊な事情により施設を利用する必要が生じた場合には、市が利用を制限する場合がある。 
ただし、利用を制限する場合であっても、後述する維持管理業務は実施すること。 

 
（４）利用料金等 

ア 利用料金制とし、利用者から徴収した利用料金は指定管理者の収入とする。 
イ 利用料金については「横浜こども科学館条例」に規定する範囲内で、市長の承認を得 

て指定管理者が定める。 

ウ 施設の有効利用、利用促進、利便性の向上等を考慮し、割引料金等を設定することができ

る。 

エ 徴収した利用料金については、必要な帳簿を作成する。 

オ 利用料金は前納を原則とする。徴収方法については現行の方法に準拠し、利用者の利便性

を考慮して定める。 

  カ 「横浜こども科学館条例施行規則」の利用料金の減免に関する規定に従い、利用料金の減 
免を行う。その場合の利用料金相当額は補てんしない。 

 
（５）入館手続 
  ア 利用者に対し、利用料金と引き換えに入館券または入場券を発行し、その改札を行う。 
  イ 入館券の発行は、閉館時間の１時間前まで行うものとする。 
 
（６）「宇宙劇場」入場の予約受付 
  ア 「横浜こども科学館条例施行規則」で規定する入場の予約の規定に従い、土曜日、日曜日、

祝日を除く日に、宇宙劇場に団体で入場しようとする者がいる場合、入場の予約を受ける。 
  イ 定められた予約の方法は告知するものとする。 
 
２－２ 指定事業に関する業務 

（１）指定事業 
 科学原理を応用した展示物や遊具などを配置した常設展示の運営 

 青少年が科学の不思議や面白さなどに接することのできるような企画展の実施 

 宇宙劇場（プラネタリウム）の番組制作と投影 

 科学に関する体験講座等の開催 

 科学に関する書籍・雑誌、ビデオ等を幅広く揃えた図書館機能の設置 

 学校教育機関や他の青少年施設等との連携事業の実施 

 

（２）地域課題の解決や地域貢献に関する事業 

地域の貴重な社会資源のひとつとして、青少年に関わる団体や学校、他の施設、機関との連携

や協働による、地域課題の解決や地域貢献活動の実施。 
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２－３ 広報業務 

 指定管理者は、施設の PR や情報提供のために、以下の例を参考に、必要な媒体の作成、配布等を

行うこと。また、各種情報の収集や提供を市と連携して実践すること。 
 ホームページの開設、更新等 
 SNS 等を用いた積極的な情報発信 
 施設案内リーフレットの作成・配布 
 必要に応じて、情報紙等、各事業のチラシ等の作成・配布 
 事業報告書又は事業概要等、本施設の業務等を紹介する資料の作成・配布 
 宇宙や科学に関する情報収集と提供 
 各種イベント、科学体験プログラムの情報収集と提供 
 電話等での各種問い合わせへの対応 
 来館者及び見学者等への応接（施設の案内）等 

 
２－４ 自主事業に関する業務 

（１）料金を徴収して行う教室事業等 
指定管理者は、指定管理業務に支障のない範囲で、教室事業等を企画し、料金を徴収して自主

事業を実施することができる。事業を実施する際は、事前にその内容について市の承認を得るこ

ととする。 
なお、公募要項等に実施の定めがなく、指定管理者自らが企画・実施をする事業であっても、

施設の設置目的に合致し、かつ、無料又は実費程度で実施される場合は、指定管理事業として扱

うこともできるものとする。 
 
（２）物販・喫茶室事業 

指定管理者は、目的外使用許可により関連用品等を販売するミュージアムショップや、利用者

向けの喫茶室及び自動販売機等を設置することができる。ただし、酒類及びタバコは除く。 

 

（３）料金・事業内容 

販売する物品等の内容、方法及び料金等は指定管理者が定め、あらかじめその内容を市に提出

し、承認を得ること。 

 

（４）目的外使用料 

市が定める規定に従い、使用料を市に納入すること。なお、目的外使用料は、横浜市公有財産

規則に基づき算出するため、毎年度変更になる可能性がある。 

          ＜参考＞            

 目的外使用料 

自動販売機 
3,100 円／台・月（建物内） 

900 円／台・月（建物外） 

                            （金額は税込） 

（５）その他事業 
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   指定管理者は、上記の事業のほか、施設の利用促進、利便性向上等を考慮した事業を提案し、

市の承認を得て実施することができる。また、事前に市の承認を得て、指定管理者の負担で備品・

用具を購入し、有料で貸し出すこともできる。 

 

（６）改修工事 

   指定管理者は、自らの負担で施設の改修・内装工事を行うことができる。ただし、工事を実施

する前に内容について市の承認を得ること。また、指定管理終了時に、指定管理者の負担により

原状に復することを原則とする。 

 

２－５ その他施設運営に関する業務 

（１）ネーミングライツスポンサーとの連携 

   科学館の公共的機能の維持・向上、運営の長期安定化を図るため、協働事業等を実施するなど、

ネーミングライツスポンサーとの連携を図る。 
   協働事業等の実施については市、指定管理者およびネーミングライツスポンサーによる協議に

より定めるものとする。 
   なお、指定管理期間中にネーミングライツスポンサーの変更等が生じた場合は、市と協議のう

え必要な範囲において協力すること。 
 
（２）駐車場管理業務 
  ア 利用者に対して地下駐車場および屋外駐車場を提供する。 
  イ 利用者の安全に十分注意し、事故のないように管理を行う。 
  ウ 駐車場の料金は利用料金収入として、適正に管理する。 

 
（３）傷病者への対応 

ア AED を設置し、その取扱いを習熟するほか、近隣の医療機関等と連携し、緊急時には的確な

対応を行うこと。 
イ 施設内で起こったけが等については、速やかに応急処置を施した上で、必要に応じて、医療

機関を受診するよう案内をする。 
ウ 施設側の瑕疵によって起こった事故により、傷病者が医療機関に行く場合（含む救急車）は

指定管理者が同行すること。 
エ 事故が施設側の瑕疵による場合や重傷事故の場合には、応急処置後あるいは医療機関への搬

送後、速やかに市に連絡をすること。時間外や休業日の場合においても緊急連絡網により確実

に連絡すること。 
オ 指定管理者は、傷病者の住所・氏名・連絡先等を本人または引率者から聴取し、事故報告書

を作成のうえ、速やかに市へ報告すること。 
 
（４）遺失物・拾得物の処置・保管業務 
   施設内で遺失物・拾得物を発見した場合は、拾得物保管表に記入し、保管・処理をする。貴重

品類は事務所にて保管する。 
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（５）青少年の安全確保や性被害防止への配慮 
   指定管理者は、青少年の安全確保及び性被害防止を最優先事項として、必要な組織体制・運営

管理を行うこと。 
 
第３ 維持管理に関して指定管理者が行う業務の基準                     

施設の利用者が安全かつ安心して利用できるよう、施設の保全に努め、関係法令等を遵守し、定

められた点検を行い、必要に応じて、関係機関の査察を受け入れること、 

また、本市建築局保全推進課発行「維持保全の手引」及び「施設管理者点検マニュアル」「施設点

検表」に基づき、施設・設備の定期的な点検を行うこと。 

さらに、業務の基準別紙により施設の維持管理に必要な定期点検、日常点検を行うこと。 

点検結果については、市へ報告すること。 

 

３－１ 建築物保守管理業務 

指定管理者は、施設を適切に管理運営するために、法定点検を含む定期的な点検を確実に実施す

るほか、日常的に点検を行い、仕上げ材等の浮き、ひび割れ、はがれ、カビ等が発生しない状態を

維持し、かつ美観を維持すること。さらに、施設を安全かつ安心して利用できるよう、施設の予防

保全に務め、建築物等の不具合を発見した際には、速やかに市に報告すること。 
指定管理者は、あらかじめ次年度に必要となる施設の長期保全更新計画を市の指示に従い作成し、

市に提出すること。 
  小破修繕が必要な場合は、１件につき 60 万円以下であり、かつ年間の総額が 300 万円以下（消

費税を含む。）のものについては指定管理者の責任及び費用負担において実施するものとし、１件

につき 60 万円を超えるもの、または年間の総額が 300 万円を超えるもの（消費税を含む。）につい

ては市の責任及び費用負担において実施するものとする。ただし、指定管理者は、費用負担等に疑

義がある場合には、市と協議の上、対応を決定することとする。 
また、各年度の修繕費については、過去の実績と建築物及び建築設備の定期点検の結果等を踏ま

え、適正な経費を計上すること。 
 

<参考>令和４年度から令和６年度までの小破修繕費（実績） 

 (単位：千円、税込) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

13,326 3,833 5,149 

 

３－２ 設備機器管理業務 

  指定管理者は、施設の設備の機能を維持するとともに、施設利用者が快適に施設を利用できる良

質な環境を提供すること。業務にあたっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務

共通仕様書」を規範とし、確実性、安全性及び経済性に配慮するとともに、正常に機能しないこと

が明らかになった場合には適切な方法により対応するとともに、市へ報告すること。 
  なお、指定管理者は、あらかじめ次年度以降に必要となる設備機器の長期保全更新計画を市の指

示に従い作成し、市に提出すること。 
（１）計画立案業務 
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   設備管理業務を効率的かつ的確に実施するため管理対象設備について、次の通り計画を立案す

る。 
  ア 運転監視業務計画 
  イ 日常巡視点検業務 
  ウ 月間及び年間の定期点検・測定・整備作業計画 
  エ 省エネルギー等のコストダウン計画 
  オ その他、設備管理業務に関する計画 
 
（２）報告・連絡・調整等 
  ア 管理報告書の作成 
    設備管理日誌、設備管理月報、設備運転日誌、設備点検結果記録表等の報告書を作成し、保

存すること。 
  イ 関係官公庁等への諸届け業務 
    資格技術者の選解任届出書、法定点検業務の結果報告書等 
 
（３）設備保全業務 
  ア 手入れ 
    各設備機器に対して、定期的な潤滑油の給油、周期的な消耗品の取り替え及び粉塵等の除去・

清掃を行い美観の維持に努めること。 
  イ 応急処理 
    設備機器等に異常を発見し、応急処置をする必要があるときはその波及被害を防止するため、

常備する工具類等を用いて処置すること。 
  ウ 修理業務 
    日常業務に支障をきたさない程度の部品交換等の小破修理を行うこと。 
 
（４）日常点検業務 
   各設備の日常の機器運転管理、点検、整備を行うこと。また、点検及び正常に機能しない際の

対応等について、適切に記録を残すこと。 
 
（５）定期点検・整備業務 
   各設備の法定点検及び初期性能・機能保持のため、年１回以上運転中の機器を停止し、外観点

検、機能点検、機器動作特性試験、整備業務を行うこと。その際に、必要な消耗品の更新につい

ても、指定管理者の負担により（消費税別 60 万円まで）随時行うこと。また、点検及び正常に

機能しない際の対応等について、適切に記録を残すこと。 
 
（６）昇降機設備保守業務 
   昇降機（エレベーター）の保守点検については、不具合による事故の発生を防ぎ、利用者の安

全性を確保するために重要であるとともに、その費用は施設・設備の維持コストの中で大きな割

合を占めることから、保守点検の方式については、メーカー系フルメンテナンスにより行うもの

とする。 
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（７）ＥＳＣＯ設備に関する業務 

横浜市では、横浜市地球温暖化対策実行計画において、2030 年度までに LED 等高効率照明の 
割合 100％を目標としています。そのため、LED 化の手法として、民間のノウハウを活用しな 
がら、省エネルギー化と維持管理費の低減を図ることができる「ESCO 事業」を積極的に導入し 
ていくこととしています。  
本施設は令和８年度から令和 23 年度まで ESCO 事業を実施しており、令和９年度より LED

化 により削減された光熱水費相当額を指定管理料から減額することとします。 また、ESCO 事

業の機器は、令和 23 年度まで ESCO 事業者の財産であることから、ESCO 事業 の機器の改修

等を行うことはできません。 
 

（８）立会い業務 

   各種法令等に基づいて行われる官公庁立入検査に立ち会い、検査官から指摘される事項につい

て処理を行うとともに、検査官からの質問、指摘等に対し、的確な応答を行うこと。 
   また、修理、改良工事等の場合は、市と協議の上、専門業者等の作業に立ち会い、作業内容の

把握、異常の発生防止、不具合の早期発見に努めること。 
 
３－３ 清掃業務 

  指定管理者は、本施設及び敷地内について、良好な環境衛生、美観の維持に心がけ、施設として

の安全かつ快適な空間を保つために、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等の関係

法規に従い、清掃業務を実施すること。清掃は、できる限り利用者の妨げにならないように実施す

ることとし、施設内を細部にわたり清掃することにより、破損箇所及び破損の恐れのある箇所を事

前に発見するように努めること。 
（１）日常清掃 
   指定管理者は、管理区域にかかる箇所について日常的に清掃を行い、施設、備品、器具等が常

に清潔な状態に保たれるようにすること。清掃回数等の条件は、指定管理者が利用頻度に応じて、

適切に設定すること。特に、便所等の水回りについては、衛生等について留意すること。また、

消耗品は常に補充された状態にすること。 
 
（２）定期清掃 
   指定管理者は、管理区域において日常清掃では実施しにくい箇所の清掃等を確実に行うため、

必要に応じて定期清掃を実施すること。 
 
３－４ 備品管理業務 

（１）備品の管理 
   指定管理者は、利用者の施設における活動に支障をきたさないよう、本施設に備え付けの備品

の管理を行うこと。また、その他、必要とされる備品の調達、更新や不具合の生じた備品の更新

については、原則として指定管理者が調達する。 
利用者が使用する備品については、日常的に点検し不具合により事故が起きないよう管理する

こと。 
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   なお、指定管理期間当初から存在した備品（市または以前の指定管理者から引き継いだもの）

と、期間中に購入等を行った備品を区分して管理し、後者については、市の負担（指定管理料 
を含む）で購入等を行ったものと、指定管理者の負担において購入等を行ったものを明確に区分

して管理する。その上で、当初から存在した備品及び当初から存在した備品の更新をおこなった

ものについては、確実に次期の指定管理者に引き継ぐこととし、指定管理者の負担において新た

に購入等をおこなったものについては、市と指定管理者の協議により定めることとする。 
 

（２）備品台帳 
   指定管理者は、備品の管理にあたっては、市の基準に準じて備品台帳を作成し、確実に行うこ

と（廃棄の場合も同じ）。備品台帳に記載する事項は、品名、規格、金額（単価）、数量、購入年

月日、耐用年数等を必ず含むこと。なお、備品とは、比較的長期間にわたって、その性質、形状

等を変えることなく使用に耐えるもので、定価 100,000 円以上（消費税別、定価のないものは購

入価格）の物品をいう。 
 
３－５ 保安警備業務 

  指定管理者は、本施設内及び敷地内の防犯、防火及び防災に万全を期し、機械警備等を用いて利

用者が安心して利用できる環境の確保を行うこと。業務にあたっては、建物の使用目的、使用内容

等を十分に把握するとともに、警備業法、労働基準法等関係法令及び監督官庁の指示を遵守するこ

と。 
（１）警備業務内容 
  ア 施設の火災、ガス漏れ、停電、侵入、盗難及びその他の異常な事態を早期かつ適切に排除し、

施設の安全を確保すること。 
  イ 定められた時間帯に巡回警備を行い、施錠すべき窓、扉の点検、水道、ガス、電気の確認を

行うこと。 
  ウ 巡回警備の内容は以下の通りとする。 

（ア） 鍵のある窓、扉、シャッターの点検、処置 
（イ） 盗難及び侵入者の発見、予防、及び関係機関への連絡 
（ウ） 敷地内の徘徊者、不審者、潜伏者の発見、処置 
（エ） 火災の早期発見、初期消火、拡大防止及び関係機関への連絡 
（オ） ガス機器類及びガス栓の点検、処置 
（カ） 不必要電灯の消灯 
（キ） 水道蛇口及び水漏れの点検、処置 
（ク） その他、施設の安全を確保するために必要な処置 
エ 警備結果を警備日誌等に記録すること。 
 

（２）緊急時の業務 
   火災・盗難等の事故の発生またはその恐れがある場合は、警察・消防に通報連絡を行うととも

に被害を最小限に食い止め、非常事態に適合した迅速かつ的確な緊急措置を講じること。 
   ア 現場における消火活動、負傷者の救護その他一次処置 
   イ 人命尊重を優先し、適切なる避難誘導、群集整理、その他必要な処理 
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   ウ 火災・盗難等の併発的災害の防止 
 
（３）盗難等への対応業務 
   事故の発生状況を把握し、警察への通報を行うとともに速やかに市に事故報告を行うこと。 
 
３－６ 外構・植栽管理業務 

  指定管理者は、敷地内における施設の外構の清掃及び地面、施設付属物等の維持管理を行うこと。

また、敷地内の植栽管理（落ち葉の清掃、倒木の処理、剪定、刈り込み、害虫駆除、除草、草刈り、

中低木管理、高木管理）を行うこと。 
（１） 散水、施肥、害虫駆除、剪定、除草、草刈りを計画的に行い、適切な緑樹の状態を維持する

こと。 
（２）業務の実施にあたっては、施設の利用に影響のないように実施すること。 

 
３－７ 環境衛生管理業務 

  指定管理者は、施設利用者が快適に施設を利用できる良質な環境を提供するため、常に本施設内

及び敷地内の適切な環境衛生の維持に努めること。業務にあたっては、建物の使用目的、使用内容

等を十分に把握するとともに、「建築物における衛生環境の確保に関する法律」等の関係法規を遵守

すること。 
 
３－８ 廃棄物処理業務 

  施設から発生する廃棄物の発生抑制に努めるとともに、市役所の分別ルールに沿って適切に分別

を行い、市が構築する回収ルート等を活用し、可能な限り資源化していくなど「市役所ごみゼロ」

の取組みを推進すること。 

「横浜市地球温暖化対策実行計画」による温室効果ガスの削減や「ヨコハマプラ 5.3（ごみ）計

画」によるごみ排出量の削減など、地球環境に配慮する市の施策や事業に対して、積極的に取組み

協力すること。 

さらに、必要に応じて、関係機関の査察を受け入れること、及びその他関係法令等を遵守するこ

とが義務付けられる。 

 
参考：「市役所ごみゼロの分別品目」 ①紙類（白系古紙、雑誌・色系古紙、新聞紙、段ボール、ミックスペーパー(雑紙）、機密文書） ②缶、③びん、④ペットボトル、⑤プラスティック類、⑥使用済み乾電池、⑦小さな金属、⑧ス

プレー缶、⑨燃えないごみ（ガラス・陶器類等、蛍光管）、⑩古布、⑪粗大ごみ、⑫燃やすごみ 

 

 

第４ その他業務の基準                                  

４－１ 事業計画書の作成 

  指定管理者は、単年度の運営状況だけでなく、指定期間内の継続的改善の仕組みを検討し、毎年

度、事業計画書を市に提出すること。また、前年度の１月末日までに次年度事業計画書(案）を作成
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し、市に提出すること。計画書の内容等作成にあたっては、市と調整を図ること。なお、これらの

提出物については、公表することとする。 

 

４－２ 事業報告書の作成 

  指定管理者は、事業報告書を作成すること。事業報告書は、期末月の翌月末までに市へ提出する

こと。事業報告書に記載する内容は以下の通りとし、書式は、市と指定管理者での協議の上、定め

る。 

（１）月次事業報告書 

  ア 利用実績（入館者数、入場者数、各種収支、各種事業参加者数、利用料金収入等） 

 

（２）四半期事業報告書 

  ア 利用実績（入館者数、入場者数、各種収支、各種事業参加者数、利用料金収入等） 

  イ 管理業務の実施状況 

  ウ 利用状況分析報告書等 

 

（３）年間事業報告書 

  ア 利用実績（入館者数、入場者数、各種収支、企画展・自主事業等の実施状況･参加者数、利用

料金収入等） 

  イ 管理業務の実施状況 

  ウ 利用状況分析報告書等 

  エ 収支決算書等 

  オ 自己評価 

 

４－３ 自己評価の実施 

  業務の質やサービスの向上を図ることを目的に、利用者や事業に関わる団体等から施設運営に関

する意見を聴取し、年１回以上、自己評価を実施することとする。 

指定管理者は、以下の方法により、利用者等の意見や要望を把握し、運営に反映させるよう努め

るとともに、結果について市に報告すること。市は、事業報告書及び事業評価の結果等を考慮した

上で指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断した場合、是正勧告を行い、改善が見られな

い場合、指定を取り消すことがある。 

（１）利用者等によるモニタリングの実施 

   利用者等に対し、満足度調査を実施すること。また、利用者等から聴取する意見や満足度等の

項目は、市と協議して定めること。 

 

（２）施設の管理運営に対する自己評価 

   指定管理者は、モニタリング評価により得られた結果をもとに、定期的に施設の管理運営の改

善のために自己評価を行い、その結果を事業報告書にまとめ、市へ提出すること。 

 
４－５ 市が実施する業務への協力 

  指定管理者は、必要な範囲において市が実施する業務に協力すること。 
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４－６ 関係機関との連絡調整業務 

  指定管理者は、市が出席を要請した会議等には出席すること。また、連絡調整会議などを適宜開

催し、関係機関との連絡調整を図ること。 

 
 


